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第２５回まちづくり懇談会（オンライン開催） 

 

1. 懇談会のテーマ 

1.まちづくりを地域の力で 

  ～魅力あるまちを目指して～ 

   2.生涯にわたって自分らしく 

  ～福祉の充実を地域の力で～ 

 

2. 日時・会場 

令和４年１１月１２日（土） 午後３時～５時 

  オンライン 

 

3. 参加人数 １０人 

 

4. 町出席者、コーディネーター 

木村町長、杉下コーディネーター（寒川町まちづくり推進会議会長）、 

畑村副町長、戸村町民部長、岡野町民協働課長、 

町民協働課協働推進担当職員（４人） 

 

5. 傍聴人数 ５人 

 

6. テーマ別の詳細について 

テーマ１        …（P.2～） 

テーマ２        …（P.11～） 

フリーディスカッション …（P.17～） 

 

当日配布２ 
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１．まちづくりを地域の力で～魅力あるまちを目指して～ 

参加者 町長 
懇談後の経過 

結果等確認事項 

（コーディネーター） 

1つ目のテーマ「まちづくりを地域の力で～魅力あるまちを目指して～」について、本日は10

名にご参加をいただいておりますので、私から、まず3名をご指名させていただき、各発言に対

して町長にコメントを求めます。次も3名、後半は2名ずつと、最初に全員から一言ずつご発言を

いただきたいと思います。 

【ポイ捨て・歩きたばこについ

て】 

やはり寒川というと、町なら

ではですが、町の中を歩いてい

ると、色々な生き物、例えばキ

ジなど、野生の動物が非常によ

く見られる町で、過ごしやすい

所だと思います。 

ただ、そういった中でも町の

あちこちに、ごみのポイ捨てや

歩きたばこなど少し気に掛か

るところがあるため、そういっ

た事柄を減らしていくことで、

過ごしやすいまちになるので

はないでしょうか。 

寒川は自然が豊かだと皆さ

ん感じられていると思います

し、私もその思いは同じです。 

当町はご存知のように、山ら

しい山もなく本当に平坦で、遠

くがよく見通せます。寒川とい

う名前のとおり、相模川、小出

川、目久尻川という、全て 1級

河川ですが、相模川は、神川橋

から下流は国の管轄で、上流は

神奈川県が管理しています。そ

の他の 2河川については、神奈

川県が管理しています。特に相

模川については、相模グリーン

ラインという厚木市から座間

市、海老名市、当町を通り平塚

市に至る相模川沿いの整備を

神奈川県で進めております。よ

うやく倉見地区の整備が終わ

り、今、宮山から一之宮に至る

区域に着手し、堤防上に自転車

道路や散歩道が完成します。 

お話があった野鳥も多いで

す。町の鳥はダイサギですが、

その他の鳥、野鳥も非常に数多

く生息しており、町内限られた

緑地ではありますが、営巣のエ

リアもあります。そのようなと

ころを残しつつ、いつまでも自

然を大事にしたいという思い

で進めております。 

○環境課 

 ・環境保全担当 

町では、平成１９年に「寒

川町住みよい環境を守り育

てるまちづくり条例」を制定

し、ポイ捨てのないまちづく

りを目指しております。 
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【誇れる寒川町について】 

寒川町に暮らし始めて17年

が経ちました。子どもが2人い

ますが、ぜひ子ども達が大人に

なった時に、寒川町がみんなに

誇れるような町になって欲し

いという思いです。 

本当に平坦で空が広い。好天

の時は、役場の北側にあるさむ

かわ中央公園へ多くの方がお

見えになり、皆さん自由な時間

を楽しんでおられます。そうい

う空間もこれから大事にし、寒

川町民憲章の『自然と、歴史と

伝統にはぐくまれた文化のあ

るまち』という言葉のように、

そのイメージももっと大事に

しなければいけないと思って

おりますので、引き続き整備に

努めてまいりたいと思います。 

 

【河川敷の利活用について】 

寒川町の魅力で今思いつく

ものは、相模川河川敷の有効利

用です。昔は河川敷をフリーで

開放しており、夏場はバーベキ

ューなどで賑わっていたので

すが、ごみ処理等の問題から、

現在は入れなくなっています。

人に来てもらえるようにきち

んとトイレなどの整備をした

方が良いと思います。 

 

相模川河川敷の開放につい

てご意見をいただきましたが、

当該河川敷は国の管轄で、昔は

国の許可を得て川への出入り

を自由にしていただいた期間

もありました。しかしながら、

利用される方のごみ等の置き

去り問題や弊害もあり、環境衛

生的な危険がありました。子ど

も達も河川や河川敷で遊ぶた

め、やむを得ず、車での乗り入

れを禁止し、現在は入り口を施

錠している状況です。 

河川敷の面積は非常に大き

いため、町としてはここを有効

活用することは必要だと思っ

ています。相模川の水面に近い

ところに護岸ができれば、その

管理用の取扱いも少し前進す

るため、国に対しては要望して

いますが、現在のところ具体的

にまだ進められていない状況

です。安全性、それから環境衛

生面も含め、今後の扱いを検討

しておりますので、方針が出る

まで今しばらくお待ちいただ

ければと思います。 

一方で、さがみ縦貫道路が開

通し、インターチェンジが 2か
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所できたこともあり、非常に交

通量が多くなってきておりま

す。これは、地元産業にとって

は非常にプラスのお話ですが、

通過車両が多くなると、安全確

保の課題もございます。こうい

ったものも当然ながら対応し

ていかなくてはいけませんが、

都市的な施設の整備と共に、や

はり残せる自然は残していき

たいという思いでおります。 

【子どもの医療体制及び学力

について】 

魅力あるまちになるには、寒

川に住みたいという方が増え

ていかなければいけないと思

います。その一つが、子どもの

生活環境を良くしてあげるこ

とです。子どもが医療機関にか

かる場合、茅ヶ崎市よりは寒川

町の方が高い年齢まで無料で

病院にかかることが出来ます

が、これが将来にわたって可能

なのかどうか。よく財政が厳し

いという話を聞きますので、5

年後10年後15年後まで、現行の

子ども医療費助成制度を維持

できるのかをお聞きしたいと

思います。 

あともう一つは、町内の子ど

もの学力レベルはどうなので

しょうか。全国の順位などは出

ていますが、市町村別には出て

いません。一体、町内の子ども

の学力レベルが、全国や神奈川

県内でどの程度のレベルにあ

るのか、直近10年が以前と比べ

て上がったのか下がったのか

をお聞きしたいです。 

子どもの医療制度について、

当町は中学 3年生まで医療費を

所得制限無しで無料にしてい

ます。しかしながら、他の自治

体では高校 3年生までの医療費

の無料化という動きも出てお

ります。国では来年の 4月に、

こども家庭庁という新たな省

庁ができ、医療費関係など今ま

で地方自治体が対応していた

ことを子育て政策に関する部

分で担う見込みです。以前か

ら、子どもの医療費は本来、国

が担うべきだという意見を再

三要望しております。やはり子

どもは日本の宝ですから、医療

面だけでなく、子どもに関する

施策は、障がいの関係も含めて

のことと思いますが、こども家

庭庁が出来ることを見込んで

の早い対応をこれから進めて

いきたいと思っています。 

 学力レベルについて、今は子

どもたちも 1人 1台のタブレッ

トを持って、ＧＩＧＡスクール

で利用方法を習得しておりま

す。そういった環境の中で学力

も県の平均に近くなってきて

いるという段階です。特に中学

校については、その上げ幅が顕

著に現れております。学力レベ

○学校教育課 

 ・学事指導担当 

町内の児童・生徒の学力に

つきましては、年度により多

少の差はありますが、年度・

教科によっては全国平均を上

回ることもあり、全体的に見

ても、中学校卒業の段階では、

全国や県の平均に近くなって

きています。 

しかしながら、学力の向上

についてはまだまだ課題があ

ります。 

より分かりやすく、児童・

生徒が主体的に学ぶ授業を展

開するために、寒川町では各

小・中学校に大学教授レベル

の講師を招聘
しょうへい

し、より良い授

業づくりのための研究を行っ

ています。 

また、組織的に各校の担当

者と共に各校の研究を共有す

ることで、町全体の学力の向

上を図っています。 
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ルの向上というのは、町の議会

からも教育委員会へいろいろ

ご意見をいただいております

し、引き続き対応してまいりた

いと思います。 

【市町村合併について】 

寒川町の、自治の基本を定め

る最高規範としての寒川町自

治基本条例、第 5条に 8つの項

目のまちづくりの指針が載せ

られています。その（7）に、「産

業が発展し活力のあるまちづ

くり」を目指すとうたわれてお

りますが、昨今のグローバル

化・ＩＴ技術の進展等を鑑みま

すと、寒川町単独では、大変難

しく、今後 10年 20年を見据え

た中で、お隣の茅ヶ崎や藤沢と

の合併などを将来ビジョンと

して考えていく必要があるの

ではないでしょうか。 

以前、湘南市構想があったよ

うに記憶していますが、町長が

仰るコンパクトなまちづくり、

これは承知の上で、私も代々寒

川に住んでいます。いわゆる

「高座のこころ。」あるいは「高

座郡寒川町」には大変愛着があ

ります。それでも大局に立っ

て、湘南市構想を見据え考えて

いかざるを得ないのではない

かと考えていますが、町長のご

見解をお伺いしたいです。 

当町の人口は 4万 8,600人前

後で町村では全国 3番か 4番目

の規模ですが、これで全てが充

足できているかというと足ら

ない部分も当然ながらありま

す。コンパクトながらも、当町

の場合は非常に産業が活発で

す。昭和 30年代後半に工業団地

ができ、その後に大手企業が町

に進出し、現在の財政基盤を担

っており、普通交付税の不交付

団体でもございます。そのよう

な状況の中で、現在、田端西地

区に新しい工業エリアの整備

を進めており、令和 8年度完成

を目指しています。現状では、

道路下水道のインフラ整備や

住宅の移転等が進められてお

りますが、出来上がった街区か

ら企業が新たに進出され、新し

い産業の基盤エリアとして、町

としても財政的な支援をして

いるところです。ご指摘のとお

り過去に湘南市構想がござい

ましたが、相模川を挟んでいる

こともあり、生活圏域も異なる

部分もあり、立ち消えとなって

しまいました。 

藤沢・茅ヶ崎はかなり大きな

都市で。現状でも藤沢、茅ヶ崎、

寒川は、様々なレベルで広域で

の連携をしておりますので、今

後も広域連携の充実を進めて

いきたいと思っております。 

○企画政策課 

 ・企画マーケティング担当 

 市町村合併については、一

定の効果があると認識してお

りますが、一方で、当町はコ

ンパクトであるがゆえ、常日

頃から町民の声を聴きながら

目の行き届く行政サービスを

提供することが出来る優位性

などが合併により失われる可

能性も踏まえながら考えてい

く必要があります。合併につ

いては、それぞれに市町にお

いて考え方があり、当町のみ

の意思をもって進められるも

のではないため、適切な時

機、適切な場において、まず

は調査・研究について投げか

けていきます。 

【障がい理解について】 

自閉症の息子がいます。奇声

を出してしまったり、変わった

共生社会について、神奈川県

は「共に生きる社会」をテーマ

として事業を進めております。
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行動をしたりするため、不快に

感じる方もいらっしゃると思

いますが、生活しているのは地

域内なので、地域で頑張らなけ

ればと思い、小さい頃から、地

域の皆さんに慣れてほしいと

考えて、腹をくくって一緒に外

に出かけてきました。共生社会

と言われる時代ですが、まだ冷

たい視線やトラブルがありま

す。障がい者が地域で住みやす

くなるためには、少数の専門家

よりも、本人のことを知ってい

る地域の方々からの理解を深

めることが大切だと思います。

地域の皆さんには、怖がったり

奇異な目で見たりせず、温かい

目で見守っていただきたいで

す。自分に向けられる視線の冷

たさ、温かさを本人は敏感に感

じ取っていると思います。 

先日の選挙では息子と投票

に行くと、職員の方が息子のと

ころに来てくださり、息子に寄

り添って、指差しで意思確認を

行いながら、投票を手助けして

くださり、無事に投票が出来ま

した。こういう経験をすると、

障がいの理解が進んだと思い

ます。 

息子と電車を待っていたり

すると、よく「この人はどうい

う障がいなのか」と聞かれま

す。障がいのことをお話しする

と、「前に電車の中で、行ったり

来たりしている人がいたな、と

思うけれど、その人は自閉症だ

ったのかしら」と仰ってくださ

ります。そうやって知っていた

だくことが、障がい理解の第一

歩だと思っています。 

当然これは全県的に我々自治

体も同じような思いで進めて

いるわけですが、学校教育にお

いても、インクルーシブ教育

で、皆で共に学ぶ、そういう学

校の形態を進めてきています。

その子に合った教育を提供す

る特別支援学級等もございま

すが、同じ学校で共に学ぶ環境

を大事にしていきたいと思っ

ております。社会の皆さんの理

解も当然必要であり、障がいの

有無に関わらず同じ地域に住

む者同士の共生社会をより深

く、皆さんと共に、つくり上げ

ていきたいと思っております。 
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この世の中は障がいがある

人と、これから障がいを持って

しまうかもしれない人です。障

がいを理解することは他人事

ではないと思います。多様性を

認め合い、障がいのある人もな

い人も、同じ町民として暮らせ

る町になって欲しいです。 

【緑道の維持管理について】 

自宅近くに、町の緑道があり

ます。造られてから随分経ちま

すので、植えられた桜やツツジ

も大きくなりました。定期的に

シルバー人材センターの方や、

町の職員が手入れをしていま

す。この緑道をボランティアや

企業などに無料で管理してい

ただき、その代わりにここの管

理は〇〇ボランティア、〇〇社

さんが管理していますと看板

を立てる、そうすることで、そ

の団体などの宣伝の場所とな

るということを提案したく参

加いたしました。既に厚木市で

は実践しているようです。 

 さむかわ中央公園の桜を見

ていただくとよく分かります

が、樹木の管理につきましては

地域の皆さんにもご協力いた

だいております。団体名を示す

ことで団体自身も、ここを管理

しなければという協力意識が

高まってくるのではないかと

思います。非常に良いご提案を

いただきましたので参考とさ

せていただきたいと思います。 

 また、役場の側の県道、通称

は産業道路と言いますが、そこ

に植栽帯がございます。その植

栽の花植えは寒川ライオンズ

クラブと国際ソロプチミスト

寒川の方たちを中心にご協力

いただいています。各地区で、

出来る限り町内の各団体のご

協力がいただければと思って

おります。特に倉見緑道は周り

も住宅地や事業所等もあり、景

観的に非常によろしいところ

ですが、すぐに木々や雑草が成

長しますので、当然ながら手入

れが必要です。行政も管理をし

ますが、行政だけでなく地域の

方々あるいはボランティア団

体のご協力をいただき、ぜひ住

みよい景観をつくっていきた

いと思っております。 

○町民協働課 

 ・協働推進担当 

 地域活動を行っている箇所

への○○ボランティアという

看板を設置している町民ボラ

ンティア登録団体もございま

す。今後も、多くの場所で多

くの方の協力により地域活動

が進められていることを周知

できるよう努めてまいりま

す。 

 

○都市計画課 

 ・都市みどり担当 

町では公園愛護会制度を令

和2年度から開始し、一部の公

園を管理していただいており

ます。 

【既存の魅力の周知について】 

仕事をしている中で寒川町

には色々な魅力がたくさんあ

 町内では道路だけでなく、例

えば目久尻川においては、毎

月、さむかわエコネットという

 



8 

 

ると思い、色々な方が寒川町の

ことを思い様々な活動をされ

ていることを知っています。果

物や野菜、花などの無人直売も

豊富で、すごく良いと思います

し、公園や広場も結構ありま

す。相模線の駅や高速道路のイ

ンターチェンジなど考えてい

たのですが、その中で今回のテ

ーマに「地域の力で」というの

がありますが、前の方が仰った

ことを私も同じようなところ

で思いました。住民の方が色々

な活動をしてくださり、役場の

方も企業の方も団体の方もみ

んな寒川町のことを思い動か

れています。それをＰＲして支

えてくださる人がいることで、

活動の周知や、参加者が増える

相乗効果になったらいいと思

います。私は福祉関係の職場に

いるため、誰もがお互いのこと

を理解し合って、その裾野が広

がっていくことで、人と人の繋

がりや温かさが繋がっていく

と思いました。「魅力あるまち

づくりを目指して」ということ

ですが、魅力は既にいっぱいあ

り、それをもっともっと盛り上

げていくことで、新しい魅力が

いっぱい加わり、これから、寒

川町に住みたいと思って移住

してくれる人や、ずっとここで

子育てして住んでくれる人が

もっともっと増えてきたらい

いと思います。 

環境団体が、川の中に入って、

清掃活動あるいは不法投棄さ

れたものの除去や水質浄化に

非常に努力をされており、以前

と比べ、本当に見違えるような

河川となりました。皆さんが見

て、気持ちの良い景観と感じて

いただけるような状況にした

いと思っています。 

 また、先日はさむかわ中央公

園でスイセンの球根を、町内の

保育園児や幼稚園児の皆さん

にご参加をいただきながら植

えている団体にお会いしまし

た。駅前ロータリーの植栽帯に

もスイセンが植えてあり、町の

花のスイセンで埋め尽くして

あげようという団体もいらっ

しゃいます。団体だけでなく、

それぞれ地域にある、小さな公

園の維持管理も、ぜひ行政と共

に、まさに協働しながら環境美

化に努めていければと思って

おります。 

（コーディネーター） 

 行政だけ、あるいは町民だけでは難しい取り組みを、みんなの協働事業提案制度という制度を

設けて一緒に取り組んでおります。共に手を取り合って、一緒に町の課題を解決しましょうとい

うことで、町長にご発言いただいたさむかわ中央公園にスイセンを植えている活動も、提案制度

を活用して事業が進んでおります。そのように手を取り合うという環境も寒川町は力を入れて取
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り組んでおります。うまくいくと、1＋1が2ではなく、3や5と大きな力にもなる、そういうことも

実際にあるということをご紹介させていただきました。 

【衛生指導員制度とゴミ置き

場管理について】 

 衛生指導員と資源物回収方

法についてお聞きしたいと思

います。コロナ禍であっても平

時と変わらず衛生指導員の分

別作業が行われています。誰が

出したか分からないビニール

袋を開けて、違反物と資源物を

仕分ける作業はとても苦痛で

あり、不安だという声が上がっ

ています。それを担当課に相談

すると、衛生指導員は出来る範

囲で構わないと仰っています。

その出来る範囲というのは、

個々によって捉え方が異なり、

実際に仕事を休んだり、小さい

お子さんを1人自宅に残して1

時間以上立たれたりしている

方もいらっしゃいます。ある地

区では、担当課の了承を得て、

１時間資源物の作業に立ち会

わず、違反物が出ていたという

確認だけで済まされていると

ころもあります。町が考える

「出来る範囲」とは何か、教え

ていただきたいです。 

 もう一つは、ごみ資源物収集

の試験運用が2月に田端、11月

に大曲で行われていることを

承知しています。それが衛生指

導員をなくしていこうという

考えで試験運用がなされてい

るということで、2月の田端の

試験運用後のアンケート結果

は6月にホームページ上で掲載

されましたが、多くの町民に知

らされていないままです。11月

の大曲で行われている試験運

用も、アンケートを取った後に

 衛生指導員について状況改

善をして欲しいというお話を

いただきました。お話の中にあ

りました田端と大曲は、試験運

用で回収方法の見直しを試験

的にやっております。今は資源

物の回収が月 1回となっていま

すが、それをもっと回数を増や

して欲しいという声を非常に

多くの町民からいただいてお

り、そのためにはどういう回収

方法がよいのか、資源物も可燃

物の回収に合わせて出来ない

かという運用方法の見直しを

検討するため、特定の地域を定

めてテストでやっています。 

当然、方法を変更する場合は

町全域で変更するため、現在の

テストの状況について、多くの

町民の方に知っていただくべ

き内容だと思っております。そ

れと「出来る範囲」という非常

に曖昧な表現は受け取った側

の判断でよいのかとなりかね

ませんので、担当課に私から確

認をし、職員の対応も含めて誤

解の無いよう改善をさせてい

ただきたいと思います。一部エ

リアは、資源物回収日に集積所

へ立ち会っていただくのは 2軒

で毎月持ち回りです。ＡＢのお

宅がやったら、次の月はＣＤの

2 軒でやると。昔からそういう

流れできております。1 人の方

がずっと 1年間指導員になるこ

とで、毎月、集積場に立ち続け

るというのは大変なことだと

思います。その点の改善も含

め、ごみ収集の運営はやはり地

域のご協力がないと出来ませ

○環境課 

 ・資源廃棄物担当 

 「出来る範囲」とは、例え

ば 100本のペットボトルのう

ち 1本にラベルとキャップが

残ってしまっていたとしても

収集はします。 

 それが 5本になっても収集

はしますが、収集後のリサイ

クルセンターでの作業で出来

る限りラベルを剝がして資源

にしています。量が多くて対

応できなければ、やむを得ず

そのまま廃棄しなければなら

ない場合もあります。 

 このように本来資源にでき

るものを廃棄せざるを得ない

ということにならないよう、

「出来る範囲」でご協力いた

だきたいと説明をしている状

況です。 

 このように 1本ならいいで

すが、5本はダメですと単純

に線引きができないため、

「出来る範囲でご協力してく

ださい」という説明をさせて

いただいているところです。  

 1時間というお願いも、人

によって仕事などの時間的な

事情もありますし、出し方の

ルールが守られていて、出し

に来る人もいなくなった状況

なのに 10分前に引き上げて

はダメですとはなりません。

10分前ならいいですが、15

分前はダメですと線引きはで

きないので、状況に応じて

「出来る範囲」でという説明

になっていること、それぞれ

の地域での考え方や実情、歴
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また他の地区で試験運用をす

るかもしれないということで、

いつになったら、ごみ収集の改

善がされるのか、その目標を教

えていただきたいと思います。

令和5年度も衛生指導員を廃止

しないという町役場の考えは

おかしいと思います。 

ん。当然、行政から皆さんにご

協力いただくことについてご

理解していただかなければな

りません。もう少し説明に工夫

が必要だと思っております。町

はごみ処理も最終処分も、町内

ではできない土地柄です。焼却

場は茅ヶ崎市ですが、最終処分

は千葉や茨城、遠い所では秋田

まで、焼却灰を運んでいる現状

もございます。そういった町の

状況を皆さんにご理解してい

ただき町民の皆さんで、それぞ

れが役割を担っていただかな

いとできない部分が、多分にあ

ります。皆さんに分かりやす

い、明確な説明に努めてまいり

ます。 

史もありますので、ルールを

決めて線引きできないと考え

ています。 

【寒川町の魅力について】 

 寒川町内で20年近く働いて

います。寒川は本当にすごく好

きな場所で、ぱっと思いつくの

がやはりさむかわ中央公園で

す。さむかわ中央公園はとても

良い所にあり、あそこでお祭り

をやっているのを見て、すごく

良いと思っています。 

 寒川町の魅力を自分も色々

考えています。業務で朝晩にデ

イサービスの送迎を手伝う際

に、冬の富士山がとてもきれい

なポイントがいっぱいあり、車

の中でよく高齢者の方と、「今

日の富士山きれいだね」という

話をします。今の時期だと、夕

方送迎する時に、夕日が沈んで

いく大山や富士山が黒くシル

エットになります。あれも寒川

の魅力ではないでしょうか。 

当町には非常に景観的に良

い場所があり、本当に平坦な土

地柄で、非常に周りの状況がよ

く見えます。町の広報紙は、町

民の方からいただいた写真等

を掲載することによって、より

身近なお知らせにしたいとい

う趣旨で、表紙を飾ったりして

おります。ここの場所もいいよ

という景観の良い場所があり

ましたら、ぜひまた、教えてい

ただければと思います。ありが

とうございます。 
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２．生涯にわたって自分らしく～福祉の充実を地域の力で～ 

（コーディネーター） 

今日は事前にテーマを 2つご用意し、それぞれご発言の準備をされていると思いますので、テ

ーマ 2「生涯にわたって自分らしく～福祉の充実を地域の力で～」に移らせていただきます。最

後に時間がありましたらフリーディスカッションや、その他含めて進めさせていただきます。 

【喫煙マナーについて】 

私自身喘息を持っているた

め、歩きたばこによる副流煙で

発作が出て、歩く時に制限がか

かってしまうことが多いです。

喫煙者のマナーを守ることで、

子どもたちも副流煙を吸って

喘息を起こすきっかけになら

ないように、喫煙マナーを向上

させていくべきだと思います。 

 先ほどもたばこ・ごみのポイ

捨てに関するお話をいただき

ました。寒川町住みよい環境を

守り育てるまちづくり条例※を

設けており、先ほどのボランテ

ィア団体の活動も、非常に有効

的だと思っております。私は全

町民に共通して必要なことは、

安全の確保、健康対策、そして

環境対策。この 3つだと思って

います。これらは行政と町民の

皆さんが一緒に考えて対応し

なければならないテーマだと

思います。町の中も、以前より

景観的に少しずつ改善してい

ますが今後も対応していきた

いと思います。 

※寒川町住みよい環境を守り

育てるまちづくり条例 

…第 6条の 2 第 2項「公共の

場所において喫煙しようとす

る者は、携帯用灰皿を携帯し、

又は灰皿が設置されている場

所で喫煙するとともに、他人

に迷惑をかけないよう努めな

ければならない」 

【雇用と人材の流入を進める

まちづくりについて】 

企業の知識を持ち寄り、アク

アポニックス（水産養殖と水耕

栽培を組み合わせた次世代循

環型農業）など、そういう形で

の農業と産業をつくり上げ、雇

用と人材の流入を進めるまち

づくりを進めていくのが良い

と思います。 

  

【福祉の充実について】 

さむかわ中央公園や寒川神

社等、寒川町の平坦な土地は福

祉の面では非常に活用しやす

いと思います。川とのふれあい

公園は芝生をきれいに張り替

えました。こういった場所は非

常に景観が良く、散歩するのに

良いコースです。そういったと

サッカー場を芝生化した川

とのふれあい公園に触れてい

ただきました。従来は水はけが

悪かったためサッカー協会か

ら長年に渡ってご要望があり、

団体のご協力もいただきなが

ら、ようやく芝生を張り替えま

した。現在養生中で、広さは１

万平米あります。専門団体から

○スポーツ課 

 ・スポーツ施設担当 

 川とのふれあい公園の芝生

の植栽については、サッカー

協会のご協力の下、多くのボ

ランティアの方にご参加いた

だきました。 
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ころを引き続き大切にしてい

ただければと思います。 

 

生育状況が良いという評価を

いただいております。しかし、

今後の維持管理には非常に課

題も多くあります。皆さんの大

事なサッカー場であるため、大

事に使いましょうと、ルールを

守った利用をお願いしたいと

思います。今後もこういった施

設整備に努めてまいります。 

【高齢層の雇用促進対策につ

いて】 

 本当はすごく身近に考えな

ければいけないのですが、福祉

と言われましても、正直きちん

と考えたことがありません。低

福祉、中福祉と言われている国

ですが、多分足らない額の貯蓄

額しかなく、年金も恐らく足ら

ないと思いますが、何とかなる

だろう、ぐらいにしか考えてい

ません。 

考えなければいけないと思

うのは、福祉のお世話にならな

いよう、65歳より定年を引き上

げてもらい、70 歳 75 歳まで働

けるようにしていただきたい

です。それには行政が資金を入

れてもらわなければ、企業任せ

では絶対うまくいかないと思

います。 

 今はお若く、まだ老後のこと

を考えにくくても、いずれはそ

の年齢になります。まずはご自

身とご家族の健康づくりに努

めていただき、いつまでもお元

気で、若々しくいていただきた

いと思っております。 

 

【自治会について】 

 今までの町長のお話を聞い

て、安全と健康について、一概

には言えませんが、地域住民同

士の関わり合いを濃くすれば

安全になるというのが一つ。そ

れから健康というのは、地域活

動に参加するのも健康増進の

一つです。両方に関わること

で、自治会という存在があると

思います。町として自治会を必

要としているのかどうか、私は

 まさに自治会は住民活動の

育成支援につながるコミュニ

ティ組織だと思っております。

自治基本条例の中でもはっき

り規定されておりますが、町民

はコミュニティ組織に自ら参

加するように努める。自治会活

動など地域活動への参加等、地

域のつながりの希薄化につい

ては私も非常に危機感を持っ

ております。やはり個々の町民

の皆さんが、様々な活動に対し

○町民協働課 

 ・協働推進担当 

 自治基本条例でも定められ

ているとおり、町民と町が共

に協力し、地域の繋がりを深

めていく責務があります。そ

ういった意味でも、自治会は

その要であり、なくてはなら

ない地域のコミュニティであ

ると考えております。 
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あまり強く感じていないので

すが。 

て共に行動しようという地域

をつくっていくということは

非常に大事だと思いますので、

お二人のご意見をある意味ま

とめてしまいましたけれども、

そういう思いでおります。 

私も高齢の部類のため、老い

ては子に従えということで若

い人たちの提言に従いますが、

福祉とはみんなの幸せですか

ら、幼い、貧しい、病んだ、あ

るいは障がいを持った、そして

高齢者の人たちに対して、限り

ない慈しみと愛情を持って、寄

り添う。今、寄り添うという言

葉が流行っていますけど、寄り

添うだけではなくて、助太刀を

するといった心構えで、対処し

ていくということが求められ

ていると思います。そして、何

よりそれを実践する、行政と町

民が一緒になって、行動で示す

ことが、肝要だと思います。言

行の一致というか、その辺りを

心して、これから先も取り組ん

でいきたいと微力ながら思っ

ております。 

【福祉活動の拠点について】 

 福祉の充実には、拠点が必要

だと思います。気軽に、当事者

団体や福祉関係者が利用でき

る場所が寒川町にあると、地域

福祉が活性化すると思います。

その場所に、子育てや障がい、

高齢者の支援機関が入ると、障

がいのある人もない人も、子ど

もも高齢者もそこに集って、障

がいや世代に関係なく、地域の

人同士のつながりが広がって

いくと思います。そこを訪れた

地域の方と、そこにいた当事者

団体や福祉関係者とのつなが

りもできると思います。 

 もう一つ、障がい者というの

は、自分の気持ちをなかなか言

い出せなかったり、あとは話し

 町に「ほっとすぺーす（障が

いのある方・支援が必要な方な

どが立ち寄って休憩等できる

場所）」等もありますが、高齢者

だけでなく、子どもたち、ある

いは障がいをお持ちの方等を

含め、広く集える場としての機

能はどうあるべきなのか、建物

の大きさより、その中の使い勝

手も含めて検討してまいりま

す。 

 



14 

 

がしたかったり、友達が欲しい

とか、そんな大人の障がい者も

います。そういう障がい者同士

が気軽に集える場所が必要だ

と思います。茅ヶ崎市には、Ｎ

ＰＯ法人が開催しているエン

パワーサロンという障がい者

のおしゃべり会があります。対

象は障がい者ですが、支援者も

同じお友達という立場で参加

し、趣味や悩みごと、近況報告

など気軽におしゃべりしてい

るそうです。町にもほっとすぺ

ーすという、障がい者が立ち寄

れる場所があり、支援者と交流

できる場所がありますが、それ

をさらに一歩進め、次は障がい

者同士が気軽に交流できる場

所があると良いと思います。そ

ういう点でも、福祉の拠点が必

要だと思います。 

【親の介護について】 

身近な問題として親や高齢

者の福祉が気になります。どの

時点で車の運転をやめてもら

ったら良いのか、また、母は元

気に買い物や趣味のスポーツ

をしていますが、今後何の検査

をしたら良いのか、誰に相談し

たら良いのかが気になります。 

 公民館の事業で、音楽療法と

いう講座に母と参加しました。

歌唱や懐メロに合わせて、ウク

レレやベルなどの楽器を演奏

したり、歌ったりしました。70

代や、60代の方が20～30人参加

していました。楽器を演奏しな

がら、母も楽しそうで、こうい

った事業は、集い楽しめて良い

と思いました。認知症予防であ

るとも聞きました。今後も音楽

で楽しめる事業などが開催さ

 親の老後について、私事です

が、私の母は 83歳まで車の運転

をしておりました。危ないと思

うことより、報道を通じて高齢

者の事故が多いことから、母に

運転はそろそろやめにしまし

ょうという話をしたことが思

い出されます。 

車がないと生活できないエ

リアもあろうかと思います。寒

川町には民間の路線バスがあ

りますが、コミュニティバス、

あるいは社会福祉協議会の運

送サービスをより充実しなけ

ればいけないと思います。コミ

ュニティバスも利用者が増え

れば、便数も増え利用しやすく

なると思いますので、より多く

の方にご協力をいただければ

と思っております。 

○高齢介護課 

・介護保険担当 

車の運転をやめて欲しい

が、なかなかやめてもらえな

いという親に対する相談を受

けることがあります。認知症

を家族が疑っていても、本人

に自覚が無い場合、運転をや

めてもらうには苦慮すること

があると思います。 

町では認知症に関する周知

を高齢者ガイド（窓口等で配

布）やホームページで行って

います。高齢者ガイドでは早

期発見の目安・症例、認知症

の診療医療機関や相談窓口を

掲載しています。ホームペー

ジでは簡易チェックができる

「これって認知症」（家族・介

護者向け）、「わたしも認知症」

（本人向け）、また、認知症の
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れていたら、参加をしていきた

いと思っています。 

相談窓口を開設している医療

機関を閲覧できます。 

医療機関を受診し、医師に

相談することが望ましいと思

います。 

【制度の福祉と住民の福祉の

維持継続について】 

 「生涯にわたって自分らし

く」というテーマですが、恥ず

かしながら私にとっての「生涯

にわたって自分らしく」の、「自

分らしく」というものを説明で

きないことに気づきました。 

 福祉には幸せという意味も

あり、普段の暮らしの幸せとい

う意味でも使われるため、個々

人の考えや思いがあるのだろ

うと思いますが、やはり制度で

支える福祉と、先ほどお話のあ

った自治会の皆さんと住民レ

ベルでつくり、支えていく福祉

と、その両方がきちんと維持・

継続できていかないといけな

いと思います。今色々なことが

公から地域の力へ変わり、制度

も変わっていく中で、どうした

らその制度の福祉と住民の福

祉が維持継続していけるのか、

向き合っていかなければいけ

ないと感じました。両方の福祉

が維持継続されていくことで、

生涯自分らしくということが

実現していく可能性が増えて

いくのではと感じました。 

 福祉は身近だということを

もっと皆さんにお伝えしなけ

ればいけません。行政にも各セ

クションがありますが、その枠

にとどまらず、横のつながりも

必要だという思いがしており

ます。 

 

（コーディネーター） 

 私から補足で、音楽療法のお話がありましたが、これも先ほど触れました「みんなの協働事業

提案制度」の事業実施団体のオレンジカフェという事業です。行政と地域が共に手を取り合って、

高齢化社会の問題を解決しようという寒川らしさだと思います 

【コロナワクチン接種の予約

体制について】 

 去年の高齢者のコロナワク

チン接種予約について、ライン

 お話のとおり、最初のワクチ

ン接種の時の混乱は、行政とし

て対応が不十分であったと申

し訳なく思っております。予約

○健康づくり課 

 ・健康づくり担当 

 3回目接種開始時は 65歳以

上の方、4 回目及びオミクロ
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やネットでの予約もしくは電

話での予約だったと思います。

65歳以上はネットを扱えない

人が多いと思うのですが、電話

回線が最初は４回線しかなく、

たくさんの方が一度に電話し

回線がパンクしてしまった状

態があると聞きました。防災行

政無線を使った予約がいっぱ

いだというお知らせも、午前中

に予約は埋まっていたはずな

のに、夕方の3時や4時までお知

らせがなかったと聞き、高齢者

に少し冷たいと思いました。 

センターへの電話やＷＥＢ予

約が集中してしまった結果、な

かなか繋がりにくく、非常に多

くのお叱りをいただきました。

その後はコールセンターなど

の対応数も増やし、現在に至っ

ていますが、65歳以上の方につ

いては、全て集団接種会場でお

受けいただく指定日時を設定

して通知文書をお届けし、変更

の必要がある場合のみご連絡

いただく方法をとっておりま

す。11月からは、役場南側の新

しい会場での接種が可能とな

ります。日時変更の方法が難し

い方は、担当課窓口およびお電

話等でお受けするなど対応さ

せていただいております。 

ン株対応型ワクチン接種開始

時は 60 歳以上の方へ日時と

会場（集団接種会場）を指定

して接種券を発送しておりま

す。 

 

 仕事柄、福祉と言ったら高齢

福祉に目がいってしまいます。

コロナワクチンに関して、5回

目のコロナワクチン接種通知

の右上に、日にちと場所が書い

てあり、もし受けられない場合

は電話またはインターネット

等でもキャンセルできますと

書いてありました。60歳以上の

独り暮らしの方は、うまく対応

できず、一人でキャンセルでき

ないことは問題だと思います。 

【地域包括支援センターの人

員体制について】 

高齢化がどんどん進んでい

くと、地域包括支援センターの

仕事量がすごく多くなると感

じています。ただ人を増やせば

いいというだけの問題ではな

く、もちろん人を増やせばいい

のでしょうけど、募集しても応

募がないような現状があるよ

うです。その辺りについてどの

ようなお考えなのか聞いてみ

たいと思います。 

地域包括支援センターの業

務については、社会福祉協議会

へ委託している部分でござい

ます。相談件数が増えておりま

すので、人員等については、委

託先である社会福祉協議会に

状況も聞きながら、必要人数に

ついても把握していきたいと

思っております。 
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３.フリーディスカッション 

参加者 町長 
懇談後の経過 

結果等確認事項 

（コーディネーター） 

最初にご用意させていただいた２つのテーマについて、皆さんからご意見をいただきました。

ここからはフリーディスカッションとし、どちらのテーマでもいいですし、新たなご発言もある

かと思います。なるべく多くの意見をキャッチボールしながら進められればと思います。 

【工事計画の周知について】  

 先ほどコロナワクチン接種

のお話がありましたが、集団接

種会場が、図書館と役場の間の

空き地に建てられるというこ

とで、確かそこは（仮称）健康

福祉総合センターの建設予定

地だったと思います。そこへ突

然建設されると看板が出たの

で驚きました。 

そのような計画については、

あらかじめ周知をしていただ

きたいと思います。 

集団接種会場は、これまで寒

川神社の参集殿を利用させて

いただきましたが、やはり 11月

以降は神社本殿の様々な祭事

があり、お貸しすることはでき

ません、とのお話がありまし

た。そのため 3月までの仮設と

して建物をリースで設置した

という状況です。 

○健康づくり課 

 ・健康づくり担当 

 仮説の接種会場の設置につ

いては、ホームページや広報

での周知をしてまいりました

が、今後の広報について他の

情報伝達手段も含めて、より

多くの皆様にお伝えできるよ

う努めてまいります。 

【自治会間での情報共有につ

いて】 

 衛生指導員の関係で、他の地

区ではコロナ禍で密を避ける

ために、衛生指導員を1時間立

たせることなく、違反ごみがあ

るかないかの確認だけを行う

旨、了承を得ているという情報

を聞いて、協働で町を良くして

いこうということであれば、他

の自治会にも共有してほしい

と担当課に相談しました。担当

課からは、それぞれの自治会で

協議のうえで決められている

ことなので、共有することはで

きませんと回答がありました。

どういうことでしょうか。 

（町民部長） 

今後、ご指摘いただいた運用

方法をしている地区があるこ

とについては、情報提供してま

いりたいと考えております。 

○町民協働課 

 ・協働推進担当 

 ご指摘の事項のほか、各自

治会に必要な情報は随時、行

政連絡会議や自治会長連絡協

議会等で情報共有しておりま

す。 

【防犯カメラについて】 

 先ほど衛生指導員の関係も

そうですが、やはりごみのポイ

捨て等を現場確認できたらよ

いと思うので、防犯カメラの設

 防犯上もポイ捨ても含めて、

抑止力にもなりますから防犯

カメラの設置も検討してまい

りたいと思います。 
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置など対応してもよろしいの

ではないでしょうか。 

【資源物回収方法の見直し時

期について】 

 資源物回収方法の見直しに

ついていつを目標に町役場は

計画されているのか、教えてい

ただきたいと思います。 

結論から申し上げまして、ま

だ、具体にいつという目途は立

っておりません。令和 3 年度 2

月に田端、令和 4 年度 11 月に

大曲 1丁目 2丁目、それから宮

山にありますマンションで試

験運用を行いながら、町民の皆

様のアンケートをとって、その

ご意見やご意向の把握に努め

ながら、町民の皆様のご負担、

あるいは行政経費なども総合

的に検討し、より優れた手法の

実現を図っていきたいと考え

ております。 

 

【町職員のネームプレートに

ついて】 

視覚障がいの方から職員の

ネームプレートが下過ぎて、座

ってしまうと見えないという

話があります。ネームプレート

をもう少し上に上げて、座って

もよく見える、視界に入るよう

な位置にしていただきたいと

思います。この場を借りて、少

し細かいことですが、お願いし

たいと思います。 

（町民部長） 

 全職員の接遇に関すること

ですが、お客様にご挨拶する時

には、ネームプレートをお客様

に見せて名乗るといった対応

をしていると認識しておりま

す。ご指摘いただいた内容につ

きましては、担当課等に私から

しっかりお伝えいたします。 

○人事課 

 ・職員力推進担当 

 今回の意見を受け、副町長

より各部長を通じ、職員の名

札は胸にかけて見やすいよう

対応することの指示が行われ

ております。 

【町有地の利活用・商業施設等

の誘致について】 

 学校の統廃合などで閉校し

ていく学校もあると思います。

空いた土地へ新しいベンチャ

ー企業や、企業の誘致という手

もあります。今後、大きく面積

がとれる所があれば、例えばわ

いわい市などには多くのいろ

いろなお客さんが来ていると

思うため、あのような施設をも

う少し広く利用するのも良い

と思います。 

私は旅好きで、すごく活気が

学校教育施設の再編につい

て小中学校を8校から6校に改

める提案として4つのパターン

を出しております。地域懇談会

を予定していますので、その中

で様々なご意見もいただくと

思いますが、具体的には来年の

6月頃を目途に、町民の皆さん

に、その時点での考え方をお示

ししたいと考えております。 

小・中学校の再編により学校

用地が更地になった場合の利

活用については、その後、検討

していきたいと思っています。

○財産管理課 

 ・資産経営担当 

公共施設等の老朽化、更新

財源問題に対応するために策

定した公共施設再編計画に則

り、各施設の対策を計画的に

実施しております。 

 ご提案の学校教育施設の再

編に伴う未利用地や未利用施

設については、計画上、利活

用の必要がない場合には、除

却（取り壊し）や売却を進め

ることとしております。 

 また、売却で得た収入は、
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あると思ったのが群馬県の「ら

らん藤岡」という所です。色々

な地域の農産物や肉や魚など

が揃う良い市場があるので、そ

ちらも参考にされてみたら面

白いのではないでしょうか。 

ご提言ありがとうございます。 施設の長寿命化対策や建替え

費用に多額の費用を要するこ

とから、今後の財源に充てる

こととしておりますので、ご

理解の程よろしくお願いいた

します。 

【公園の充実・景観の整備につ

いて】 

 分譲住宅が増えている印象

があり、寒川町の人口が増えて

いけばというところと、在宅ワ

ークが増えているため、そうい

った世帯をターゲットに、公園

の充実や景観の強化をぜひお

願いしたいです。 

 ○都市計画課 

 ・都市みどり担当 

公園を増やす計画はありま

せんが、今ある公園の維持管

理に力を入れ、利用しやすい

公園にしてまいります。 

【ＩＴ教育の推進について】 

子ども達のＩＴ教育に力を

入れていけるような、何か仕掛

けがあると良いと思います。 

 ○学校教育課 

 ・学事指導担当 

国の「GIGAスクール構想」

の指針に則り、児童・生徒１

人１台タブレットを整備し、

主体的・対話的で深い学びの

授業改善の実現及び情報活用

能力を育むためのツールとし

てICT機器の活用を図ってお

ります。また、町グローバル

教育推進事業では、英語教育

及び情報教育の施策を重点項

目として掲げ、ICT支援員の

配置、ICT活用に係る研究部

会の設置など子どもたちの

ICT教育の推進を図れるよう

取組みを推進しているところ

です。 

【協働による緑道の整備につ

いて】 

 厚木道路里親制度のような

ものを、緑道だけではなく、町

が管理しているいろいろな道

路にある花壇などにも、検討い

ただけたらうれしいです。これ

からの町の事業を楽しみにし

ております。 

町内で様々な団体、個人を含

め、地域のプラスになる活動を

されている方が数多くいらっ

しゃいます。活動をもっと広め

ていきたいという方も数多く

いらっしゃいますので、そうい

った情報を町の広報の中で、地

域の情報も含めて、お伝えして

いきたいと思っております。 
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（コーディネーター） 

最後に、皆様から今日の感想をお聞かせいただければと思います。 

各位から感想 

～略～ 

（コーディネーター） 

今日１日を通して、懇談会にいろいろなご意見がありましたが、木村町長から総括的なコメン

トをいただければと思います。 

  本当に限られた時間ですが、

皆さんからのご提言が多かっ

たと思います。町の対応も改善

しなければならない点も多々

あります。行政の立場として、

皆さんの考えは本当に幅広く、

様々にお持ちであるというこ

とが分かりました。対面ではあ

りませんが、オンラインでの懇

談も、画面だと少し小さくなり

ますが、お一人お一人の表情を

見ながらお話ができるという

良さを実感しました。 

 また様々な視点で、町へのご

意見・ご提言等をいただけれ

ば、参考にさせていただき、よ

りよい住みやすい町にしたい

と思っております。ありがとう

ございました。 

 

（コーディネーター） 

それぞれ地域でも活躍されている精鋭たちが集まって、多様な意見が出たのかなと思います。

これを町長が受け止め、行政だけで課題解決するのではなく、地域住民もそれぞれ意識を持って、

パートナーシップを結ぶことで課題解決に取り組むことが大切と思います。みんなの協働事業提

案制度の活用や、色々な問題解決のツールがありますので、ぜひともそういうものを活用いただ

き、それぞれご活躍されている地域にフィードバックしていただければと思います。 

 あともう一つ、コロナ禍で首長に直接お話をするというのは難しいと言い、このような機会を

設けない自治体が多い中、寒川町はオンラインの懇談会を、今回が２回目の実施となりました。

これは寒川の強みだと思います。コロナ禍だからできないのではなく、コロナ禍だからこそ逆に

何ができるのかと試みる。まだまだこのオンラインのまちづくり懇談会、運営の方法など見直す

ことはあると思いますが、これからも多様な意見や町民の方々がこういう活躍をしている等、首

長や行政の方々に知っていただく場が、新たにできれば嬉しいと思っております。以上、コーデ

ィネーターの総括にさせていただきます。運営にご協力いただきまして、誠にありがとうござい

ました。 
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（副町長） 

 皆さん本当に貴重なご意見ありがとうございました。皆さんの寒川を思う気持ちというのが本

当に伝わってきました。いろいろなご意見をいただきましたけれども、ご意見の内容や、皆さん

がどういうお考えを持っているのかというのをしっかりと職員にもお伝えしていきたいと思い

ます。 

 町をどんどん良くしたいのですが、行政だけではなかなかできないところがあります。今日ご

参加いただいた皆さんのように、地域を思っていただける皆さんの力をお借りしないと、本当に

町を良くすることはできませんので、ぜひこれからも、いろいろご提言いただければと思います。

それでは、今回のまちづくり懇談会はこれにて閉会とさせていただきます。本当にありがとうご

ざいました。 

 


